
２００５．　．　（　） ７ １２

調整額（５％）－調整交付金�
（第１号被保険者の負担）�

3.31％�

調整交付金�
（国の負担）�
1.69％�

国�
20.00％�

都�
12.50％�

市�
12.50％�

第１号被保険者�
18.00％�

第２号被保険者�
32.00％�

第１段階�
月額　　　�
1,665円�
年額　　　�
19,900円�

�
基準額�
×�
0.45

第２段階�
月額　　　�
2,590円�
年額　　　�
31,000円�

�
基準額�
×�
0.7

第３段階�
月額　　　�
3,700円�
年額　　　�
44,400円�

�
基準額�
×�
1

第４段階�
月額　　　�
4,625円�
年額　　　�
55,500円�

�
基準額�
×�
1.25

第５段階�
月額　　　�
5,550円�
年額　　　�
66,600円�

�
基準額�
×�
1.5

第６段階�
月額　　　�
7,400円�
年額　　　�
88,800円�

�
基準額�
×�
2

本人に住民税が課税されている�

合計所得金額が200万円以上である�

合計所得金額が500万円以上である�

同じ世帯（住民票上）に住民税を�
課税されている人がいる�

生活保護、または�
老齢福祉年金を受けている�

いいえ�

いいえ� はい�

いいえ�はい�

はい�

はい�

はい�いいえ�

いいえ�

表１

図１　介護保険料は所得に応じてきまります。
　　　あなたの介護保険料は？　　　　　　　月額基準額：３，７００円

介護保険給付費の負担割合
（利用者負担の１割を除く）

　

７
月
１
日
に　

歳
以
上
の
方
（
第
一

６５

号
被
保
険
者
）
へ
平
成　

年
度
介
護
保

１７

険
料
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

給
付
に
必
要
な
財
源
を
、　

歳
以
上
の

６５

方
（
第
一
号
被
保
険
者
）
と　

歳
〜　

４０

６４

歳
ま
で
の
方
（
第
二
号
被
保
険
者
）
に

納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
の
ほ
か
国
・

都
・
市
か
ら
の
公
費
（
税
金
）
で
賄
っ

て
い
ま
す
（
＝
表
１
）
。

　

皆
さ
ん
に
支
払
っ
て
い
た
だ
く
保
険

料
が
、
皆
さ
ん
の
介
護
を
支
え
て
い
ま

す
。
保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
現
在　

歳
以
上
で
老
齢
・

６５

退
職
年
金
を
年
額　

万
円
以
上
受
給
し

１８

て
い
る
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
が
特
別
徴
収

１６

さ
れ
て
い
る
方
は
、
今
年
度
も
引
き
続

き
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
内
、
今
年
度
の
前
半
（
４
・
６

・
８
月
）
は
仮
徴
収
と
し
て
２
月
と
同

額
を
天
引
き
し
、
後
半
の　

・　

・
２

１０

１２

月
（
翌
年
）
は
本
徴
収
と
し
て
、
今
回

決
定
し
た
年
間
保
険
料
額
か
ら
仮
徴
収

分
を
差
し
引
い
た
残
り
の
額
を
３
回
に

分
け
て
天
引
き
し
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
の
変
動
等
に
よ
り
昨
年

度
前
半
の
仮
徴
収
額
に
比
べ
昨
年
度
後

半
の
本
徴
収
額
が
大
幅
に
増
額
し
て
い

る
場
合
は
、
今
年
度
８
月
分
の
仮
徴
収

額
を
減
額
し
て
後
半
の
本
徴
収
額
を
均

等
化
し
て
い
ま
す
。

※
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
老
齢
福
祉

年
金
だ
け
を
受
給
し
て
い
る
方
は
年
金

か
ら
の
天
引
き
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ

ん
。

※
老
齢
・
退
職
（
基
礎
）
年
金
受
給
者

の
方
は
必
ず
「
現
況
届
」
を
提
出
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
遅
れ
る
と

特
別
徴
収
に
該
当
す
る
方
も
普
通
徴
収

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

・
納
付
書
・
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の

方
（
普
通
徴
収
）

　

納
付
書
に
よ
り
７
月
か
ら
翌
年
の
２

月
ま
で
８
期
に
分
け
て
各
納
期
限
ま
で

に
最
寄
り
の
銀
行
・
郵
便
局
ま
た
は
市

役
所
・
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
用
の
通
知
書
を
お
送
り
し

た
方
に
は
、
引
き
続
き
登
録
を
し
た
口

座
か
ら
各
納
期
限
に
介
護
保
険
料
を
引

き
落
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
通
知
書
に
「
兼
特
別
徴
収
開

始
通
知
書
」
と
追
記
さ
れ
て
い
る
方

は
、
第
１
期
（
７
月
）
か
ら
第
３
期

（
９
月
）
ま
で
を
納
付
書
で
納
め
て
い

た
だ
き
、　

月
か
ら
年
金
の
天
引
き
が

１０

開
始
さ
れ
ま
す
。

◎　

歳
以
上
の
方
（
第
一
号

６５
被
保
険
者
）
の
介
護
保
険
料

額
に
つ
い
て

　

保
険
料
は
今
年
の
住
民
税
課
税
状
況

等
に
応
じ
て
、
基
準
額
を
も
と
に
６
段

階
に
設
定
し
て
い
ま
す
（
＝
図
１
）
。

◎
介
護
保
険
料
の
納
め
方

・
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付
の

方
（
特
別
徴
収
）

◎
こ
ん
な
場
合
に
は
納
付
書

で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
（
普
通
徴
収
）

・
年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
っ
た
方

６５

・
年
度
の
途
中
で
他
の
市
町
村
か
ら
転

入
し
た
方

・
年
度
の
途
中
で
所
得
段
階
の
区
分
が

変
更
に
な
っ
た
方

・
年
度
の
初
め
（
４
月
１
日
）
の
時
点

で
老
齢
・
退
職
（
基
礎
）
年
金
を
う
け

て
い
な
か
っ
た
方

◎
保
険
料
の
減
免

　

次
の
様
な
理
由
で
介
護
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
ご
相
談

下
さ
い
。

・
災
害
に
よ
り
住
宅
等
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
場
合

・
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る

者
が
失
業
な
ど
に
よ
り
、
収
入
が
著
し

く
減
少
し
た
場
合

・
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
て
い
る
場
合

等
（
介
護
保
険
料
段
階
が
第
１
段
階
・

第
２
段
階
で
、
収
入
が
生
活
保
護
基
準

以
下
な
ど
、
各
種
要
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
）

◎　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方

４０

６４

（
第
二
号
被
保
険
者
）
の
保

険
料
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
料
は
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
の
保
険
料
（
税
）
と
し
て
徴
収
さ

れ
ま
す
。
保
険
料
額
や
計
算
方
法
は
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
現
在
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
組
合
等
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

　

成
年
後
見
制
度
と
は
判
断
能
力
が

不
十
分
な
人
の
契
約
を
援
助
し
、
代

理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
と
く

ら
し
を
守
る
制
度
で
す
。

　

成
年
後
見
制
度
は
「
法
定
後
見
制

度
」
と
「
任
意
後
見
制
度
」
に
分
か

れ
ま
す
。

法
定
後
見
制
度

　

認
知
症
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が

い
な
ど
、
す
で
に
判
断
能
力
が
不
十
分

な
た
め
、
自
分
ひ
と
り
で
は
財
産
の
管

理
や
契
約
な
ど
を
す
る
こ
と
が
難
し
い

方
に
つ
い
て
、
主
に
本
人
や
親
族
が
申

し
立
て
、
家
庭
裁
判
所
が
後
見
人
を
選

ぶ
制
度
で
す
。

　

本
人
の
判
断
能
力
に
よ
り
、
補
助
、

保
佐
、
後
見
に
分
け
ら
れ
、
「
後
見

人
」
に
任
せ
る
範
囲
も
違
っ
て
き
ま

す
。

　

身
寄
り
が
な
い
、
ま
た
は
、
親
族
が

申
し
立
て
よ
う
と
し
な
い
場
合
で
、
本

人
の
福
祉
を
図
る
た
め
に
、
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
た
時
は
、
市
長
が
申
し

立
て
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

手
続
き

　

家
庭
裁
判
所
で
行
い
ま
す
。

後
見
人

　

家
庭
裁
判
所
が
一
人
ひ
と
り
に
応
じ

て
適
切
な
後
見
人
を
選
任
し
ま
す
。
申

立
て
人
が
後
見
人
候
補
者
を
立
て
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
後
見
人
と
し
て
、
複

数
の
人
や
法
人
を
選
任
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　

後
見
人
の
報
酬
は
本
人
の
財
産
や
後

見
人
の
仕
事
の
内
容
な
ど
に
よ
り
、
家

庭
裁
判
所
が
決
定
し
ま
す
。

任
意
後
見
制
度

　

将
来
、
自
分
の
判
断
能
力
が
衰
え
た

と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
援
助
を
受
け
る

の
か
、
ま
た
、
誰
を
後
見
人
に
す
る
の

か
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
制
度
で

す
。

　

そ
の
後
、
本
人
の
判
断
能
力
が
衰
え

た
と
き
に
、
本
人
、
家
族
、
後
見
人
な

ど
が
家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
ま
す
。
そ

し
て
任
意
後
見
監
督
人
が
選
任
さ
れ
、

制
度
の
利
用
を
開
始
し
ま
す
。

　

公
証
役
場
で
行
い
ま
す
。

　

自
分
で
選
び
ま
す
。
後
見
人
と
し

て
、
複
数
の
人
や
法
人
と
契
約
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

後
見
人
の
報
酬
は
本
人
と
後
見
人
同

士
の
相
談
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

※
福
祉
総
務
課
で
は
各
種
書
式
類
も
用

意
し
て
い
ま
す
。

　

電
話
相
談
の
ほ
か
、
来
庁
相
談
、
訪

問
相
談
、
出
張
説
明
会
な
ど
も
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
ず
は
電
話
で
予
約
を
し
て

下
さ
い
。

　

任
意
後
見
制
度
に
つ
い
て
の
講
演
会

を
行
い
ま
す
。
自
分
の
こ
と
は
自
分
で

決
め
て
お
く
と
い
う
自
己
決
定
を
尊
重

す
る
た
め
に
、
制
度
の
概
要
や
公
正
証

書
の
作
成
・
登
記
の
事
例
等
を
学
び
ま

す
。

　

当
日
は
手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
が
あ

り
ま
す
。

　

直
接
会
場
に
お
越
し
下
さ
い
。

○
対
象　

関
心
の
あ
る
方

○
日
時　

７
月　

日
（
金
）
午
後
２
時

１５

〜
４
時

※
開
場
は
午
後
１
時　

分
３０

○
講
師　

町
田
公
証
役
場

　
　
　
　
　
　

公
証
人　

湯
浅
勝
喜
氏

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
３
階

ホ
ー
ル

○
定
員　

１
８
０
人
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1
6

任意後見法　　定　　後　　見

現在は判断
能力に問題
ないが将来
に備えたい
人

後　　見保　　佐補　　助

日常的に必要な買
い物も自分ではで
きず誰かに代わっ
てやってもらう必
要がある程度の人

日常的に必要な買
い物程度は単独で
できるが、不動
産、自動車の売買
や自宅の増改築、
金銭の貸し借り
等、重要な財産行
為は自分ではでき
ないという程度の
判断能力の人

重要な財産行為
は、自分でできる
かもしれないが、
できるかどうか危
ぐがあるので、本
人の利益のために
は誰かに代わって
やってもらった方
がよい程度の人

対象者

本人・配偶
者・四親等
内の親族・
任意後見受
任者

本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長など
家庭裁判所
への申立権
者

任意後見人成年後見人保佐人補助人援助者

介
護
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険
料
納
入
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書
を

介
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険
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発
送
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
発
送
し
ま
す�
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を�

　
　
　
　
　
　
　
　
発
送
し
ま
す�

高
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問�

成
年
後
見
制
度
講
演
会

成
年
後
見
制
度
講
演
会�

成
年
後
見
制
度
講
演
会

成
年
後
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制
度
講
演
会�

成
年
後
見
制
度
講
演
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「
〜
あ
な
た
が
あ
な
た
で�

　
　  

あ
る
た
め
の
予
約
〜
任
意
後
見
制
度
」�

　

本
人
の
判
断
能
力
が
不
十
分
な
場

合
、
相
続
や
不
動
産
の
売
買
、
保
険
や

預
貯
金
の
解
約
な
ど
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
は
、
家
族
と
い
う
だ
け
で
は
代

わ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
同

様
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
仕
組
み

が
措
置
か
ら
契
約
と
変
わ
っ
て
ゆ
く

中
、
本
人
の
意
思
決
定
の
重
要
性
が
高

ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
施
設
や
病
院
と
の
契
約
や
処

遇
の
ほ
か
、
日
常
生
活
の
費
用
支
払
い

な
ど
、
身
辺
配
慮
も
必
要
で
す
。

　

こ
れ
ら
財
産
管
理
や
身
上
に
関
し
て

本
人
を
法
律
的
に
保
護
し
、
支
援
す
る

制
度
が
成
年
後
見
制
度
で
す
。

成年後見制度の類型

お

詫

び

　

本
誌
６
月　

日
号
１
面
で
お
伝
え

２１

し
た
本
間
収
入
役
の
退
任
日
は
、
正

し
く
は
６
月
４
日
で
し
た
。
訂
正
し

て
お
詫
び
し
ま
す
。
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